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   大野町こども食堂運営支援補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、大野町補助金交付規則（昭和５０年大野町規則第７号）に

基づき、予算の範囲内で、大野町こども食堂運営支援補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し、必要な事項を定める。 

 （補助の対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、こどもの 

健やかな成長を育むとともに、こども同士の交流や居場所づくりを目的とした 

食堂（以下「こども食堂」という。）の運営を行うものとし、次に掲げる要件 

を全て満たす事業とする。 

 ⑴ 大野町内でこども食堂を運営すること。 

 ⑵ 主な利用者は生活に困窮する世帯やひとり親家庭のこどもなど、支援を必 

  要とするこども及びその保護者であること。ただし、その他のこども及び地 

 域の高齢者、障がい者等が利用することを妨げない。 

⑶ １回あたり１０食以上の食事を提供すること。 

⑷ １食あたりの料金は無料又は食材費相当額以下とすること。 

 ⑸ 食事の提供のほか、遊び体験や学習機会等こどもが安心かつ健全に過ごせ 

 る居場所の確保に努めること。 

 ⑹ 開催時においては、常駐できる責任者を配置すること。 

 ⑺ 年間を通じて計画的に運営するとともに、こども食堂を計画した期間の月 

  数以上の開催をすること。ただし、大野町立小中学校の長期休業期間に限定 

  して開催する場合においては、年間の長期休業中に合計して８回以上である 

  こと。 

 ⑻ 補助事業の完了日から１年以上はこども食堂の運営を継続する見込み（大 

  野町立小中学校の長期休業期間に限定して開催する場合においては、翌年度 

  も実施する見込み）があること。 

 ⑼ こどもが幅広く参加できるように周知等を行うこと。 
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 ⑽ 管轄の保健所の指導に基づき、飲食業の営業許可を受ける等の所要の衛生 

管理を行うこと。 

 ⑾ 食物アレルギーのある利用者を事前に把握し、誤食しないように配慮する 

  こと。 

 ⑿ 設備、周囲の環境、開催時間等に配慮するとともに、利用者及び事業従事 

  者を対象とした傷害保険等（食中毒に対応するものを含む。）に加入するこ

と。 

 ⒀ 営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行わないこと。 

 ⒁ 町から活動状況の報告及び確認を求められた場合は、積極的に協力するこ 

  と。 

 ⒂ 補助金の交付を受けようとする年度において、補助の対象となる経費につ 

  いて、町から他の補助金の交付を受けないこと。ただし、交付対象となる経 

  費が重複しない場合は、この限りでない。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、法人その他の団体であって、次に掲げる要件を

全て満たす者とする。 

 ⑴ 定款、会則等を備えていること。 

 ⑵ 補助事業に係る経理と補助事業以外の事業等に係る経理を区分し、当該補 

  助事業の収支を明らかにできること。 

 ⑶ 飲食業を営む場合は、時間、場所等を別にする等その営業と区別して、こ 

ども食堂を開催すること。 

 ⑷ 公序良俗に反する活動を行っていないこと。 

 ⑸ 法人その他の団体、その代表、役員及び構成員（以下「構成員等」という 

 。）が大野町暴力団排除条例（平成２４年大野町条例第１号）第２条第１号に 

 規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員ではないこと、又は構成員等 

 が暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。 

 ⑹ 法人その他の団体及びその代表が市町村民税、消費税及び地方消費税を滞
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納していないこと。 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は食 

 事の提供、遊び体験や学習機会等こどもが安心かつ健全に過ごせる居場所の確 

 保にかかる報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、賄材料費、 

 通信運搬費、手数料、保険料、使用料、賃借料、備品購入費とする。ただし、 

 次に掲げる経費は対象としない。 

 ⑴ 構成員等の報酬及び賃金、事務所の維持管理経費及び借り上げ費等法人又

はその他の団体運営にかかる経費。 

 ⑵ 構成員等の親睦等のための会合に係る経費及びその準備及び飲食に係る経費。 

 ⑶ パソコン、カメラその他補助の対象事業以外での利用が認められる備品の購 

  入に係る経費。 

２ 補助金の額は、補助対象経費からこども食堂の利用料、当該補助対象経費に 

 係る寄附金及びその他の収入を控除した額とし、補助金の限度額は申請年度の 

 計画期間内にこども食堂を実施した回数に１万円を乗じて得た額又は２０万円 

 のいずれか少ない額とする。 

３ 前項の場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも 

 のとする。  

４ 補助金は、補助金の交付を申請する日の属する年度の４月１日から翌年２月 

 末日までの間に実施したこども食堂の運営にかかる補助対象経費について交付 

 するものとする。 

５ 補助金の交付は１法人又は１団体５回まで（通算５年度）とする。 

 （補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、補

助金の交付を申請する日の属する年度の町長が別に定める日までに、次に掲げ

る書類を町長に提出しなければならない。 

 ⑴ 大野町こども食堂運営支援補助金交付申請書（別記様式第１号） 
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 ⑵ 事業計画書（別記様式第２号） 

 ⑶ 収支予算書（別記様式第３号） 

 ⑷ 誓約書（別記様式第４号） 

 ⑸ 定款、会則等 

 ⑹ 構成員名簿その他団体の概要が分かる書類  

 ⑺ 団体及び団体の代表が市町村民税、消費税及び地方消費税を滞納していな 

 い旨を証明できる書類 

 ただし、団体の代表の納税状況に関して、代表が大野町民であり、同意

書（別記様式第５号）を提出し、納税状況が確認できる場合はこの限りで

はない。 

 （補助金の決定） 

第６条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、補助金

の交付の可否を決定し、大野町こども食堂運営支援補助金交付決定（却下）通

知書（別記様式第６号）により、当該申請者に対し通知するものとする。 

 （補助対象事業の変更等申請） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申

請の内容を変更しようとするとき又は、補助事業を中止しようとするときは、

大野町こども食堂運営支援補助金変更交付等申請書（別記様式第７号）に必要

な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし軽微な変更については、

この限りでない。 

 （補助金の変更交付等決定） 

第８条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、補助金の変更交付等の

可否を決定し、大野町こども食堂運営支援補助金変更交付等決定（却下）通知

書（別記様式第８号）により、当該申請者に対し通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象

事業が完了した日から１４日を経過した日又は補助を受ける年度の３月１０日

のいずれか早い日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 
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 ⑴ 大野町こども食堂運営支援補助金実績報告書（別記様式第９号） 

 ⑵ 事業実施報告書（別記様式第１０号） 

⑶ 収支決算書（別記様式第１１号） 

 ⑷ 写真その他の補助事業の実施状況が確認できる書類 

 （補助金の額の確定） 

第１０条  町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の額を確定し、大野町こども食堂運営支援事業補

助金確定通知書（別記様式第１２号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第１１条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額を確定した後に行うも 

のとする。ただし、大野町補助金交付規則第７条に基づき、補助事業の完了前 

に補助金を交付することができる。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大野町こども食堂運 

営支援補助金（事前払い）請求書（別記様式第１３号）を町長に提出しなけれ 

ばならない。 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の報告等） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税等の申告により補助事業 

に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、報告書（別記様式第１４号） 

によりその確定額を町長に報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等 

であって自ら申告を行わず、本部等において消費税等の申告を行っているもの 

であるときは、本部の課税売り上げ割合等の申告内容に基づき報告するものと 

する。 

３ 町長は、第１項の規定による報告があった場合は、補助事業者に対して当該 

仕入控除税額に相当する金額を町に返還させることができるものとする。 

 （財産の処分制限） 

第１３条 財産の処分制限の対処となる機械及び器具は、補助事業により取得し、 

又は効用の増加価格が単価３０万以上の機械及び器具とする。 

２ 前項の機械又は器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す 

る法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定によ 
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り厚生労働大臣が別に定める期間を準用し、当該期間を経過するまで町長の承 

認を受けないで補助事業の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し 

付け、又は担保に供しないこと。 

３ 補助事業により取得した単価３０万円以上の機械及び器具を町長の承認を受 

けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町 

に納付させることができる。 

 （書類の整備） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳 

 簿を備え、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、並びに保管して 

 おかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度

の翌年度の初日から起算して５年間（当該補助事業により取得し、又は効用の

増加した財産の処分制限を受ける期間が５年を超える場合にあっては当該財産

の処分の制限を受ける期間の末日の属する年度の末日まで。以下同じ）保管し

なければならない。 

 （状況報告等） 

第１５条 町長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、補助事業の遂行状況及 

 び会計の状況に関し報告を求め、又は調査を行うことができる。 

 （交付決定の取消し等） 

第１６条 町長は、交付決定者が次に揚げるいずれかに該当するときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の

返還を求めることができる。 

 ⑴ 補助事業を中止したとき。 

 ⑵ 偽りその他不正行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになっ 

  たとき。 

 ⑶ 補助金の対象事業以外の目的に使用したとき。 

 ⑷ こども食堂の運営に関し、法令、条例、規則又はこの要綱の規定に反した

とき。 

 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、町長が補助金の交付を適当でないと認めたと 

  き。 
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２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部の取り消し、

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるときは、大野町こど

も食堂運営支援補助金交付決定取消（返還）通知書（別記様式第１５号）によ

り補助事業者に通知する。 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 


